
一 頁  

○ 総 務 省 告 示 第 二 百 九 十 二 号  

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ） 第 二 十 条 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 二 十 三 年

総 務 省 告 示 第 二 百 七 十 九 号 （ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 第 二 十 条 及 び 別 表 第 七 号 第 三 の 三 (
2
)

の 規 定 に 基

づ く 登 録 検 査 等 事 業 者 等 が 行 う 点 検 の 実 施 方 法 等 及 び 無 線 設 備 の 総 合 試 験 の 具 体 的 な 確 認 の 方 法 を 定

め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 六 年 九 月 三 十 日  

総 務 大 臣  松 本  剛 明    

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。



二 頁  

                  改   正   後                    改   正   前  

［１・２ 略］ ［１・２ 同左］ 

３ 無線設備等 ３ ［同左］ 

［一・一の二 略］ ［一・一の二 同左］ 

二 電気的特性 二 ［同左］ 

点検の項目 具体的な点検の実施方法等 

１ 周波数 ［ア～オ 略］ 

カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信（設備規則第３条第１号に規定するものを

いう。以下同じ。）を行う基地局及び陸上移動

中継局、広帯域移動無線アクセスシステム（設

備規則第３条第10号に規定するものをいう。以

下同じ。）の基地局及び陸上移動中継局並びに

ローカル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定す

るものをいう。以下同じ。）の基地局及び陸上

移動中継局にあっては、次のとおりとする。 

［(ア)・(イ) 略］ 

２ スプリアス発射の強度 ［ア～キ 略］ 

ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移

動中継局並びにローカル５Ｇの基地局及び陸上

移動中継局にあっては、次のとおりとする。 

［(ア)～(エ) 略］ 

３ 不要発射の強度 ［ア～キ 略］ 

ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移

動中継局並びにローカル５Ｇの基地局及び陸上

移動中継局にあっては、次のとおりとする。 

［(ア)～(キ) 略］ 
  
４ 占有周波数帯幅 ［ア・イ 略］ 

ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う

点検の項目 具体的な点検の実施方法等 

１ ［同左］ ［ア～オ 同左］ 

カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信（設備規則第３条第１号に規定するものを

いう。以下同じ。）を行う基地局及び陸上移動

中継局、広帯域移動無線アクセスシステム（設

備規則第３条第10号に規定するものをいう。以

下同じ。）の基地局及び陸上移動中継局並びに

ローカル５Ｇ（設備規則第３条第15号に規定す

るものをいう。以下同じ。）の基地局にあって

は、次のとおりとする。 

［(ア)・(イ) 同左］ 

２ ［同左］ ［ア～キ 同左］ 

ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移

動中継局並びにローカル５Ｇの基地局にあって

は、次のとおりとする。 

［(ア)～(エ) 同左］ 

３ ［同左］ ［ア～キ 略］ 

ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移

動中継局並びにローカル５Ｇの基地局にあって

は、次のとおりとする。 

［(ア)～(キ) 同左］ 
  
４ ［同左］ ［ア・イ 同左］ 

ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う
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基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線ア

クセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並

びにローカル５Ｇの基地局及び陸上移動中継局

のうちトンネル内に設置された無線設備であっ

て、直接測定を行うことが困難なものについて

は、空中線から輻射される電波を測定する。 
  

５ 空中線電力 ［ア～サ 略］ 

シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移

動中継局並びにローカル５Ｇの基地局及び陸上

移動中継局にあっては、次のとおりとする。 

［(ア)～(ウ) 略］ 

［略］ ［略］ 
 

基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線ア

クセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並

びにローカル５Ｇの基地局のうちトンネル内に

設置された無線設備であって、直接測定を行う

ことが困難なものについては、空中線から輻射

される電波を測定する。 
  

５ ［同左］ ［ア～サ 同左］ 

シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線

通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域

移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移

動中継局並びにローカル５Ｇの基地局にあって

は、次のとおりとする。 

［(ア)～(ウ) 同左］ 

［同左］ ［同左］ 
 

［注１～注３ 略］ ［注１～注３ 同左］ 

注４ 携帯無線通信（設備規則第３条第４号の５及び第４号の７に規定するものに限る。）

を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム（同条第12号及び第12号の２に規定する

ものに限る。）の基地局及びローカル５Ｇの基地局の送信装置のうち、設備規則第１章第

６節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設

計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の６第３項（同条第８項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から

確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備（現に設備規則第９条の５に規定

する外部参照信号に同期しているものに限る。）については、周波数及び空中線電力の測

定を省略することができる。 

注４ 携帯無線通信（設備規則第３条第４号の５及び第４号の７に規定するものに限る。）

を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム（同条第12号及び第12号の２に規定する

ものに限る。）の基地局及びローカル５Ｇの基地局の送信装置のうち、設備規則第１章第

６節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設

計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の６第３項の規定に基づき総

合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の

無線設備（現に設備規則第９条の５に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。

）については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。 

［注５ 略］ ［注５ 同左］ 

［三 略］ ［三 同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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○ 総 務 省 告 示 第 二 百 九 十 三 号  

 端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 九 条 （ 同 令 第 三 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 四 号 （ 端 末 設 備 等 規 則 の 規 定 に 基 づ く 識

別 符 号 の 条 件 等 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 六 年 九 月 三 十 日  

総 務 大 臣  松 本  剛 明    

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め る 。
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                  改   正   後                   改   正   前 

一  識 別 符 号 の 符 号 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 下 欄 に 掲 げ る 条 件 に よ る も の と す る 。 

一  ［ 同 上 ］ 
使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 識 別 符 号 の 符 号 長 

［ 一 ～ 十  略 ］  

十 一  削 除 

 

 

 

 

 

［ 十 二 ・ 十 三  略 ］  

 

使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 識 別 符 号 の 符 号 長 

［ 一 ～ 十  同 上 ］  

十 一  電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局

で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第

八 号 に 規 定 す る 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ

ム の 無 線 局 （ 以 下 「 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ

ス テ ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 

一 九 ビ ッ ト 以 上 

［ 十 二 ・ 十 三  同 上 ］  
 

二  使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 す る 無 線 設

備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 方 法 に よ る も の と す る 。  

二  ［ 同 上 ］ 

使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 

使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の

判 定 の 方 法 

［ 一 ～ 八  略 ］  

九  削 除 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 

使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の

判 定 の 方 法 

［ 一 ～ 八  同 上 ］  

九  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の

無 線 設 備 

 (１
)

  五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の

無 線 設 備 は 、 送 信 を 行 お う と す る 電 波 に お

い て 通 信 の 相 手 方 以 外 の 無 線 局 が 発 射 す る

電 波 の 電 界 強 度 Ｅ が 次 式 で 求 め た 値 を 超 え

る 場 合 に は 、 そ の 送 信 を 行 わ な い も の で あ

る こ と 。 

 

E = 100√
1

𝐺
× √

0.16

(𝑃𝑡 ×
20
𝑛
)
 (𝑚𝑉 𝑚⁄ )  

ただし、Ｇは空中線利得の真値、 Ptは空

中線電力（Ｗ）とし、ｎは、占有周波数帯

幅が９ MHz を超え 19.7MHz 以下の場合はｎ

＝20、占有周波数帯幅が4.5MHzを超え９

MHz 以下の場合はｎ＝10、占有周波数帯幅

が4.5MHz以下の場合はｎ＝５とする。 
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［ 十 ・ 十 一  略 ］  
 

  (２
)

  そ の 無 線 設 備 は 、 送 信 を 行 お う と す る 電

波 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定 を 行 っ た 後 、

送 信 を 開 始 す る も の で あ る こ と 。 た だ し 、

他 の 無 線 設 備 か ら 送 受 信 を 制 御 さ れ て い る

場 合 及 び 送 信 を 行 っ た 無 線 設 備 が 当 該 判 定

後 四 ミ リ 秒 以 内 に 送 信 を 再 開 す る 場 合 は 、

こ の 限 り で は な い 。 

［ 十 ・ 十 一  同 上 ］  
 

［ 三 ～ 五  略 ］ ［ 三 ～ 五  同 上 ］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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附  則  

 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 六 年 総 務 省 令 第 八 十 九 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す る 五 

GH
z

帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第

四 百 二 十 四 号 の 規 定 は 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 



一 頁  

○ 総 務 省 告 示 第 二 百 九 十 四 号  

 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 第 三 十 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 六 年

郵 政 省 告 示 第 七 十 二 号 （ 端 末 設 備 で あ っ て 電 波 を 使 用 す る も の の う ち 、 利 用 者 か ら の 接 続 の 請 求 を 拒

め な い も の を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 六 年 九 月 三 十 日  

総 務 大 臣  松 本  剛 明    

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以

下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し

、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 る 。



二 頁  

 

                  改   正   後                   改   正   前  

[ 一  略 ]  [ 一  同 上 ］  

二  電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 設 備 と の 接 続 に お い て 電 波 を 使 用 す る 端 末 設 備  二  ［ 同 上 ］  

［ １ ～ 1
0  略 ］ ［ １ ～ 1
0  同 上 ］  

[ 削 る ]  1
1

無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 一 に 規 定 す る 五 GH
z

 帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の

無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備  

1
1 ～ 1
4  [ 略 ]  1
2 ～ 1
5  [ 同 上 ]  

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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附  則  

 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 六 年 総 務 省 令 第 八 十 九 号 ） 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 四 十 九 条 の 二 十 一 に 規 定 す る 五 GH
z

  

帯 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備 の 端 末 設 備 に 係 る こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 平 成 六 年

郵 政 省 告 示 第 七 十 二 号 の 規 定 は 、 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  
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